
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土審議会第七回首都圏整備分科会議事録  

          （平成１５年７月３１日開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省国土計画局 

 



国土審議会第七回首都圏整備分科会 議事次第  

 
                  日時：平成 15 年７月 31 日（木） 10:00～12:00 

               場所：東条インペリアルパレス（東條会館）  
４階 吹上の間 

 

１．開 会 

２．国土交通副大臣挨拶 

３．議事 
    (1) 平成 15 年度首都圏事業計画（案）について 

    (2) 国土計画体系の見直しについて 

  (3) その他 
         ①平成 14 年度首都圏整備に関する年次報告について 

         ②大都市圏における都市環境インフラの再生について 

４．閉 会   
   
 

（配付資料） 
資料１      国土審議会首都圏整備分科会委員名簿 
資料２      座席表 

資料３－１  平成 15 年度首都圏事業計画について（付議）（写） 

    ３－２  平成 15 年度首都圏事業計画（案） 

    ３－３  平成 15 年度首都圏事業計画（案）説明資料 

    ３－４ 平成 15 年度首都圏事業計画（案）参考図 

      （圏域図）（東京及び環状拠点都市群等拡大図） 
資料４－１ 国土審議会基本政策部会報告 

      「国土の将来展望と新しい国土計画制度のあり方」（ポイント） 
   ４－２ 国土計画体系見直しの考え方 
  ４－３ 新旧国土計画体系のポイント（案）   

    ４－４  国土計画体系の見直しにおける広域ブロック計画制度の改革 
  ４－５ 今後の調査審議の進め方について    
資料５－１  平成 14 年度首都圏整備に関する年次報告 

    ５－２ 平成 14 年度首都圏整備に関する年次報告概略 

    ５－３ 平成 14 年度首都圏整備に関する年次報告要旨 

資料６－１  首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン（中間報告）     

    ６－２   首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン（中間報告）について        

６－３ 首都圏近郊緑地保全制度について 
 

参考資料１ 国土交通省設置法（抜粋） 
参考資料２ 国土審議会令（抜粋） 
参考資料３ 国土審議会運営規則  

参考資料４ 国土審議会基本政策部会報告 
      「国土の将来展望と新しい国土計画制度のあり方」  
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                開          会 

 

○野間大都市圏計画課長 お待たせいたしました。まだ遅れて見える委員の方もいらっし

ゃいますけれども、予定のお時間となりましたので、ただいまから国土審議会第七回首都

圏整備分科会を開催させていただきます。 

 私、本日の事務局といたしまして進行を担当いたします、国土交通省国土計画局大都市

圏計画課課長をしております野間でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、国土審議会の首都圏整備分科会の委員及び特別委員総数 19 名のうち、定足数

であります半数以上の御出席をいただいております。委員の皆様方におかれましては、御

多忙のところを御出席、誠にありがとうございます。 

 

                 配付資料確認 

 

○野間大都市圏計画課長 まず最初に、配付しております資料でございますけれど、お手

元の資料の一番上に、国土審議会第七回首都圏整備分科会議事次第と書かれた紙があろう

かと思います。そこに配付資料の一覧がございます。時間の関係で、ここで一々すべて確

認することはいたしませんけれども、議事の進行中に万一資料の不足等がございましたら、

途中でも結構でございますので、随時事務局までお申しつけいただくようにお願いしたい

と思います。 

                 新委員紹介 

 

○野間大都市圏計画課長 それでは議事に先立ちまして、前回の分科会以降、新たに就任

されました委員の方々につきまして御紹介を申し上げます。 

 お手元に委員名簿をお配りしてございます。ご覧いただければと思います。 

 まず今回は、国会議員であります委員が２名、それから学識経験者、地方公共団体の長

であります委員がそれぞれ１名、合わせて４名の委員の方々が新たに就任されております。

御紹介させていただきます。 

 まず、衆議院議員でいらっしゃいます、葉梨信行委員でございます。 

 次に、参議院議員でいらっしゃいます、今泉昭委員でございます。 

 また、富士通株式会社取締役会長でいらっしゃいます、秋草直之委員でございます。 

 最後に、首都圏整備促進協議会会長また千葉県知事でいらっしゃいます堂本暁子委員で

ございますが、本日は代理として田辺英夫総合企画部長さんがお見えでございます。 

 そのほかの委員の方々につきましては、引き続き委員をお願いいたしております。 

 それでは杉岡分科会長、開会をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 



○杉岡分科会長 杉岡でございます。 

 ただいまから、国土審議会第七回首都圏整備分科会を開催いたします。 

 

              国土交通副大臣あいさつ 

 

○杉岡分科会長 本日は公務御多忙の中を、中馬国土交通副大臣に御出席をいただいてお

ります。最初に、副大臣からご挨拶をお願い申し上げます。 

○中馬国土交通副大臣 おはようございます。国土交通副大臣の中馬弘毅でございます。

国土審議会第七回首都圏整備分科会を開催するに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 本日は委員の皆様方には御多忙の中御出席いただきまして、誠にありがとうございまし

た。また、日ごろより国土交通行政の推進につきましては、格段の御指導、御鞭撻を賜っ

ておりまして、厚くお礼を申し上げます。 

 現在、政府全体で構造改革を推進しているところであります。国土交通省としましても、

２年半を経過した４省庁統合の実を上げるべく、制度・政策の抜本的な改革を推進してい

るところであります。 

 さて、我が国社会は、今日厳しい内外経済環境のもとにあることは申し上げるまでもご

ざいませんが、長期的に見ても、今後人口減少や地球環境問題等、社会経済状況の大きな

転換が見通されております。こうした中、先行きの不透明な社会への国民の不安を解消し、

明るい国土の展望を開くことが求められております。 

 このような観点から、国土計画につきましても、21 世紀の我が国国土の道筋を示してい

くにふさわしい国土計画体系への転換を図るべく、思い切った改革を行うことにいたして

おります。 

 翻って首都圏でございますが、これまで我が国の中枢として目覚ましい発展を遂げてま

いりました。国際的に見ても魅力的である市場、情報や人材等が集積しております。先に

取りまとめられました、いわゆる「骨太の方針第三弾」におきましても、「元気な日本経

済」は、個性と魅力ある「元気な地方」に支えられて実現するものとされておりますが、

今後とも首都圏が我が国の中枢として、「元気な日本」を復活させるための大きな牽引力

としての役割を担っていくものと確信をいたしております。 

 こうしたことを踏まえまして、本日はこの後、国土交通大臣から諮問させていただいて

おります、首都圏の平成 15 年度事業計画を御審議いただくとともに、国土計画体系の見

直しの検討状況等を、御報告させていただくことといたしております。 

 国土交通省といたしましては、首都圏の発展に今後とも力を尽くす所存でございます。

皆様方におかれましても、一層の御支援を賜りますようお願い申し上げまして挨拶とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いします。 



○杉岡分科会長 どうもありがとうございました。 

 中馬副大臣におかれましては、これから他の公務がおありになりますのでここで退席さ

れます。どうもありがとうございました。 

 

                 分科会の運営 

 

○杉岡分科会長 それでは次に、本分科会の運営につきまして、皆さん方に御確認をいた

だきたいと思います。 

 まず、事務局から説明をお願いします。 

○野間大都市圏計画課長 それでは分科会の運営についてということでございますが、具

体的には議事録等の公開についてでございます。一応お手元にも参考資料３という形で配

ってございますけれども、国土審議会の運営規則第５条第１項の規定によりまして、原則

としまして分科会の会議又は議事録は、速やかに公開するということになってございます。 

 したがいまして本分科会におきましても、議事要旨は即日公開し、具体的な議事録につ

きましても委員の皆様に御確認いただいた上で作成いたしまして、速やかに公開したいと

存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○杉岡分科会長 ありがとうございました。 

 

                議          事 

        （１）平成１５年度首都圏事業計画（案）について 

 

○杉岡分科会長 それでは、ただいまから議事に入らせていただきます。 

 最初の議題でございますが、お手元に配付資料で資料３－１がございますが、この資料

３－１に「平成 15 年度首都圏事業計画（案）」につきまして、国土交通大臣から国土審議

会に意見を求められております。そして国土審議会から、国土審議会運営規則第７条第１

項の規定によって、審議を当分科会に付託されております。 

 ただいまから、「平成 15 年度首都圏事業計画（案）」につきまして、審議に入りたいと

思います。 

 それでは議案につきまして、事務局から御説明をお願いします。 

○薦田国土計画局長 国土交通省国土計画局長の薦田でございます。「平成 15 年度首都圏

事業計画（案）」について、御説明いたします。お手元の資料３－２が事業計画（案）で

ございます。本日は前のスクリーンを用いて御説明いたします。御説明いたしますスクリ

ーンと同じ内容が、資料３－３としてお手元にございます。 

 それから、封筒に入っている資料３－４というのは、各プロジェクトを一つの図面で示



した参考図ですので、適宜御参照いただければと存じます。 

 失礼ですが、座ってご説明させていただきます。 

 首都圏整備の計画は、３種類の計画からなっております。まず、首都圏の将来像につい

て最も基本的な事項を定めた基本計画でありまして、現行計画は平成 11 年３月に策定さ

れております。 

 次に、インフラなどの根幹となるべき事項を定める整備計画がありまして、現行計画は

平成 13 年 10 月に策定されております。 

 そして、今回お諮りいたします事業計画は、基本計画、整備計画の実施のために必要な

毎年度の事業についての計画でございます。 

 平成 11 年に策定されました第５次首都圏基本計画では、首都圏整備の現状と課題を整

理した上で、首都圏における目標とする社会や生活の姿といたしまして５つ、１として、

我が国の活力創出に資する自由な活動の場の整備。２、個人主体の多様な活動の展開を可

能とする社会の実現。３、環境と共生する首都圏の実現。４、安全、快適で質の高い生活

環境を備えた地域の形成。５、将来の世代に引き継ぐ共有の資産としての首都圏の創造の

５つを掲げておりまして、そのための地域構造として、「分散型ネットワーク構造の形成」

を目指すこととしております。 

 「分散型ネットワーク構造」と申しますのは、今までの東京中心部への一極依存を緩和

し、拠点的な都市を中心に自立性の高い地域を形成して、機能分担と相互の連携・交流を

可能とするような地域構造のことでございます。 

 順次、平成 15 年度の事業計画（案）の内容について御説明いたします。基本計画で立

てられました目標とする社会や生活の姿の５本の柱に沿って、簡単に御説明をいたします。 

 まず第一に、「我が国の活力創出に資する自由な活動の場の整備」でございます。この

グラフは、主要国の実質経済成長率の推移でございます。近年、アメリカは着実に年５％

前後の成長を続けておりますし、また中国、韓国、シンガポールなどのアジア主要国でも、

６％あるいはそれ以上の高成長となっておりますが、一方で我が国の成長率は１％位いと

低いものとなっております。 

 この絵は、東アジアの主要な港湾におけるコンテナ取扱量を、1980 年と 2001 年とで比

較したものでございます。コンテナ取扱量を○の大きさであらわしておりまして、白い○

が 1980 年、紫色の○が 2001 年でございます。韓国の釜山、あるいはシンガポールなどの

他の港湾での取扱量が目覚ましく増加しております。それに比べて、我が国の伸びは低い

ということでございます。 

 次に、このグラフは我が国製造企業の海外生産比率の推移でございます。我が国製造企

業の海外移転は、一貫して進行しております。 

 次のグラフは、資本金が 10 億円以上の法人の本社所在地について、首都圏、中部圏、

近畿圏、その他という地域別にあらわしたものでございます。58.1％と約６割が首都圏に



集まっております。 

 以上のとおり、経済の長期低迷、国際競争力の低下や企業の海外移転などが続く中で、

首都圏が経済の中心として引き続き我が国の発展に寄与していくためには、「環境、文化、

交通、情報等、地域が多様な魅力を持ち、さまざまな活動が行われやすい場の形成」を進

めることが必要でございます。 

 以下、この関係の今年度の主要事業を御説明いたします。 

 高度技術産業の一層の集積促進と産学官及び企業間の連携の円滑化のため、宇都宮市の

近郊に、栃木県産業技術センターなどの研究開発機能を併設した工業用地、宇都宮テクノ

ポリスセンターを整備をいたします。 

 国の機関の移転が進められております立川基地跡地関連地区におきまして、公共施設の

整備改善等により、多摩地域における業務核都市の形成を図るため、土地区画整理事業を

推進いたします。なお、平成 15 年４月には、総務省の自治大学校が開校したところでご

ざいます。 

 筑波研究学園都市では、科学技術創造立国に向けた世界的な科学技術中枢拠点都市とす

るための試験研究施設などの整備を推進いたします。 

 また、つくばエクスプレスにつきましては、平成 17 年秋の開通を目指して整備を推進

しております。あわせて、沿線地域の整備も進めてまいります。 

 都市再生緊急整備地域に指定された汐留地区におきまして、業務、商業、居住等の施設

建設の誘導によりまして、多機能都市空間の形成を図るため、土地区画整理事業を推進い

たします。 

 次に第２の、「個人主体の多様な活動の展開を可能とする社会の実現」につきまして、

まず個人の活動の高まりや、女性や高齢者の問題などの状況を見てみます。 

 首都圏におけるＮＰＯ法人の数は年々増加しておりまして、平成 14 年度末では 4,000

法人を超えております。赤い棒です。全国の約４割が首都圏にあります。 

 首都圏における人口の高齢化の率は全国値を下回っておりますが、年々上昇しておりま

す。右端の平成 32 年には４人に１人が 65 歳以上と推計され、高齢化の進行の速度は全国

を上回るものと予測されます。 

 次に、女性の年齢別労働力率を諸外国と比べてみますと、絵にありますように、アメリ

カ、スウェーデンでは逆Ｕ字カーブを示しておりますのに対し、我が国や韓国ではＭ字カ

ーブとなっております。特に子育て期に、仕事との両立が困難であって、一時的に離職し

なければならないケースが多いということが、要因と考えられます。 

 以下、個人やＮＰＯの活動との連携や、女性及び高齢者の活動を支援するための、今年

度の主要な事業を御説明いたします。 

 高齢者にとって暮らしやすいまちとするために、民間や公共施設におけるバリアフリー

化を推進いたします。写真は、地区全体としてバリアフリーに取り組んでおります、さい



たま新都心の事例でございます。 

 次に、都市再生緊急整備地域に指定されました南青山一丁目地区におきまして、保育園

や高齢者向けグループホームを含めた生活拠点を整備するために、都市再生特別措置法に

基づく民間都市再生事業計画第１号の認定を受けた、公営住宅の建替え事業を推進いたし

ます。 

 続きまして第３の、「環境と共生する首都圏の実現」でございます。この絵は、首都圏

における緑地の減少を示したものでございます。若干見にくいですが、赤い部分が昭和 51

年から平成９年までの約 20 年間に減少した緑地等でございます。18 万 ha、率にして６％

程度の緑地が減少しております。都市部を中心に、広い地域で緑地が失われているという

ことでございます。 

 次のグラフは、東京大手町におきまして、熱帯夜が発生した日数の推移を示したもので

ございますが、年を追うごとにほぼ一貫して増加しております。この絵は、東京 23 区内

における平成 14 年、昨年７月から８月の真夏の約１カ月間の熱帯夜の発生頻度の分布で

ございます。赤色に近いほど発生頻度が高いことを示しておりまして、渋谷区、目黒区、

品川区、台東区、墨田区というようなエリアで多発しております。 

 次のグラフは、首都圏における一般廃棄物の総排出量及びリサイクル率の推移を示した

ものでございます。一般廃棄物の総排出量は、平成に入りまして減少傾向ないし横ばいで

推移してきておりますが、ここ数年わずかな増加に転じています。一方、リサイクル率は

平成元年以降着実に上昇しておりますが、まだ 17％弱ということでございます。 

 以上、首都圏における環境問題が悪化傾向にある中で、環境負荷の低減、自然環境の回

復、個人の健康と快適性の向上を重視する必要があります。 

 持続可能な社会の実現、それにふわしい生活様式の創造のための今年度の主要事項につ

きまして、以下御説明をいたします。 

 熊谷スポーツ文化公園は、平成 16 年に開催される「彩の国まごころ国体」のメイン会

場として予定されておりまして、文化、スポーツ、レクリエーションの拠点として整備を

推進いたします。 

 次に、かつて蛇行して流れておりました荒川の旧流路周辺の生態環境を保全・維持し、

失われつつある湿性環境の復元等を図るために、自然再生推進法に基づきまして、地域住

民や市民団体との連携を進めながら、荒川上流河川環境整備事業を推進いたします。 

 次に、日本橋川におきまして、賑わいと活気ある河川空間の再生を図るために、都市再

生プロジェクトに位置づけられた日本橋川河川環境整備事業を推進いたします。 

 次に、渋谷川・古川におきまして浸水被害の防止や、川や海といった公共用水域の水質

改善を図るため、都市再生プロジェクトに位置づけられた渋谷川・古川広域基幹河川改修

事業を推進いたします。 

 続きまして第４の、「安全、快適で質の高い生活環境を備えた地域の形成」でございま



す。この図は、東京 23 区内における老朽した木造住宅密集地域を赤で示したものでござ

います。 密集市街地が環状の幹線道路である環状７号線の内縁部に分布しているのが目

立ちます。 これらの地域は、都市構造上脆弱でありまして、震災等の発生時に、火災等

により大規模な災害となることが予想されますので、早急な改善を要する地域でございま

す。都市再生プロジェクトにおきましても、「密集市街地の緊急整備」が重要なものとし

て位置づけられております。 

 この図は、首都圏における世帯数の実績と予測を示したものでございます。首都圏にお

ける世帯数の増加は、将来は伸びが鈍化するものと予測されております。 

 このグラフは、１人当たりの都市公園面積の推移を示したものです。首都圏におきまし

ても着実に増加しておりますが、全国と比べると、いまだ７割程度の水準でございます。 

 このグラフは、首都交通圏の主要な鉄道路線における混雑時の平均混雑率の推移でござ

います。混雑率が右肩下がりでありますが、平成４年度以前までは 200％を超えておりま

したが、近年、輸送力が増強され改善されております。ただ、率としては依然として 170％

を上回っております。 

  次のグラフは、ひとり暮らし高齢者の比率を表したものです。首都圏は赤です。全国で

も年々上昇しておりますが、首都圏においては、近年、青の全国を上回りつつあります。

高齢化の進行とともに、ひとり暮らしの高齢者の割合も上昇しております。 

 以上のように、首都圏では震災等の大規模災害に対する防災性や、通勤混雑等の大都市

問題などの課題を、今なお抱えております。 

 地域特性を踏まえた暮らしやすい居住環境の整備のための主要な事業について、以下御

説明をいたします。 

 等々力緑地は川崎市を代表する総合公園の一つでありまして、災害時等における避難地、

避難路等の確保のため、引き続き整備を推進いたします。 

 密集市街地を形成しております東池袋４丁目・５丁目地区におきまして、防災性の向上、

居住環境の整備、良質な住宅の供給等を進めるため、密集住宅市街地整備促進事業を推進

いたします。 

 平成 10 年９月の台風５号によって、大きな浸水被害を受けました鴻沼川におきまして、

再度の災害を防止するために推進してきました河川激甚災害対策特別緊急事業は、本年度

に完了の予定でございます。 

 都市再生緊急整備地域に指定されました晴海三丁目西地区におきまして、居住、業務な

どの諸機能がバランスよく配置された職住近接のまちの形成を図るため、市街地再開発事

業を推進いたします。 

 山梨県立博物館につきましては、山梨の自然と人を基本テーマに、地域文化の継承・創

造を担う人材の育成、貴重でかつ多様な文化財の収集・保存を図るための施設として整備

が進められております。 



 横浜市立港湾病院につきましては、医療機器の充実や患者サービスの向上を図るために、

病院施設を一新して、地域医療の中核を担う病院として、今年度完成の予定でございます。 

 高齢化社会に対応した、医療と生活サービスの提供を目的といたします、みのりの里介

護老人保健施設旭が丘は、今年度完成の予定でございます。 

 最後に第５の、「将来の世代に引き継ぐ共有の資産としての首都圏の創造」でございま

す。このグラフは、道路、港湾、空港など、全国の社会資本のストック額の推移を表した

ものでございます。一番左の昭和 25 年には総額約８兆円であった社会資本のストックが、

一番右端の平成 13 年には 405 兆円になっておりまして、50 年間で 50 倍になったという

ことでございます。 

 次のグラフは、既存の社会資本ストック量の推計をベースとして、平成 37 年度までの

これから約 25 年間に必要な投資額の推計を行ったものでございます。下から、赤色が維

持管理のための投資、緑色が更新投資、上の青色が新設投資を表しております。一番右端

の平成 37 年度には、年間の投資額の約 62％が維持管理と更新投資が占めることになるも

のと予想されています。このことは、新設投資が制約を受けるということでございます。 

 次のグラフは、平成 27 年度における、15 年後ですが、公共投資総額に占める更新投資

の割合を圏域別に表したものでございます。首都圏におきましては、社会資本が早期に整

備され、ストックの量も多いということでございますが、その分、将来におきましては更

新投資に向けなければいけない割合が、全国の平均や他の大都市圏域に比べて高くなるこ

とが予想されております。 

 次にこのグラフは、首都圏全体の人口に占める、東京都区部及び業務核都市における人

口の割合を示したものでございます。東京都区部の比率が低下している一方で、業務核都

市の比率が上昇しております。分散型ネットワーク構造の形成が進んでいると考えられま

す。 

 以上、首都圏におきましては、社会の成熟化、高齢化の進展などさまざまな課題を抱え

ておりまして、また社会資本整備につきましては、これまでのストックを有効活用してい

くことが重要であります。 

 今年度の事業計画におきましては、将来の世代に引き継ぐ共有の資産としての首都圏の

創造及び分散型ネットワーク構造を実現に向け、以下のような事業を進めてまいります。 

 これまで、航空自衛隊百里基地として使用してきました百里飛行場につきましては、国

内航空ネットワークの充実等を図るため、共用飛行場化に係る整備を推進いたします。 

 新東京国際空港（成田空港）につきましては、航空旅客の増加への対応と利便性の向上

を図るために、エプロン等の基本施設の整備や、平成 18 年の完成を目指した第１旅客タ

ーミナルビルの改修を推進いたします。 

 東京国際空港（羽田空港）の沖合展開事業につきましては、利用者の利便性の向上を図

るため、平成 16 年後半の供用を目指しまして、東旅客ターミナル等の整備を推進いたし



ます。 

 首都圏における海上輸送の国際競争力の強化を図るため、大型コンテナ船の就航が可能

となるよう、東京港南部地区大井埠頭におきまして、大水深の国際海上コンテナターミナ

ルの整備を推進いたします。 

 京浜急行電鉄本線及び同空港線の連続立体交差事業は、地域交通の円滑化等を目的に、

京急蒲田駅付近の６km を連続的に立体交差化するものでございます。平成 26 年度の完成

を目指して、整備を推進してまいります。 

 首都圏における分散型ネットワーク構造の形成や、通過交通による渋滞の緩和を図るた

め、一般国道の自動車専用道路として、首都圏中央連絡自動車道、いわゆる圏央道のうち、

今年度はあきる野から日の出までの間を供用する予定でございます。この他、東京外かく

環状道路等の路線の整備を推進します。 

 次に、みなとみらい 21 線は、みなとみらい 21 地区を縦断し、横浜から元町・中華街ま

での約 4.1km を結ぶ鉄道新線でございまして、明年２月に開業予定でございます。横浜で

東急東横線との相互直通運転を行うことによりまして、東京都心と横浜都心が直接結ばれ

ることになります。 

 次に、日暮里・舎人線は、東京都区部北東部の交通利便性の向上等を目的といたしまし

て、日暮里駅から見沼代親水公園駅間の約 9.8km を結ぶ新交通システムでございます。平

成 19 年度の完成を目指して整備を推進しております。 

 東京臨海新交通臨海線は、臨海副都心地区のアクセス向上等を目的に、既に供用されて

おります新橋から有明駅の間を、さらに豊洲地区まで 2.8km 延伸するものでございまして、

平成 17 年度の完成を目指して整備を推進してまいります。 

 次に、埼玉県及び東京都への水道用水の供給や、洪水調節等を目的とした滝沢ダムの整

備を推進いたします。 

 それから、深刻化する首都圏のごみ問題に対処するため、東京港などにおきまして、引

き続き廃棄物海面処分場の整備を推進いたします。 

 都市再生緊急整備地域に指定されました、みなとみらい 21 中央地区におきまして、人々

が憩い親しめるウォーターフロント空間を創出するとともに、首都圏の業務機能分担の受

け皿としての機能の集積・拡大を図るために、土地区画整理事業を推進いたします。 

 以上で、「平成 15 年度首都圏事業計画（案）」についての御説明を終わります。ありが

とうございました。 

○杉岡分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま説明のございました、「平成 15 年度首都圏事業計画（案）」につきまして、こ

れから御審議をいただきたいと思います。 

 御質問、御意見がございましたら御発言をお願いをいたします。 

 どうぞ、石川委員。 



○石川委員 今の説明を聞いて、直感でございますけれども、確かに基盤整備に対する財

政投入は相当頑張って大幅な増進をして整備されていることは、私も評価したいと思いま

す。 

 ただ問題は、この中でいろんなことを聞いておりまして、私は日ごろから非常に疑問と

不満を持っている点があるんですね。それは何かといいますと、これだけの将来 21 世紀

を展望してのすばらしい近代都市をつくろうというんですから、なぜ電線の地下の埋設、

いわゆる共同溝というんですか、ガス管とか電気とかその他排水とかいろいろとあります

が、それが私から見ると全く遅い。 

 私は東京の一番西の端に住む者でございますけれども、日頃計りましたら、わずか 

2.5km ぐらいのメインストリート、要するに町の商店街の中心地ですね。そこのメインス

トリートの道路にも１年じゅう穴を掘っている。 

 今日実は調べてきたんですよ、どのくらいやっているか。それから、わずか２km から２

km 半の間に、本当に一つも工事をやっていない時間がどのくらいあるか調べたら、土曜、

日曜、雨の降る日以外は全部やっているんです、１年間。これですごい渋滞なんですよ。

ですから、商店街の方も非常に困っているわけですね。 

 ですから、誰が詠ったか知りませんけれども、おもしろい駄洒落の俳句がありまして、

「道路工事 終わってみれば 駐車場」なんてね。余りにも渋滞がひどくて商売が成り立

たなくて、みんな店を閉店して駐車場にしてしまうというような、そういう駄洒落の歌が

あるんです。 

 なぜこういうことが、いわゆる先進国家の中でもこれだけのお金を使って近代化してい

る中で、一体ヨーロッパやアメリカに比べて、どうして日本だけがこういう点が非常に遅

れているんだろうか。私は、投資に対する内容に検討を要するんじゃないかなと思うんで

すね。 

 聞いてみると、みんな「やっている、やっている」と言うんですよ。だけどこの中にも、

それなら 20 年間なり 30 年間の中で、どの程度そういう事業が進捗されているか。そこい

らの統計的なものもないし、まさに「快適な云々」と書いてありますが、正直なところ場

所によってはちっとも快適じゃないというような感じがしてならないんですよね。非常に

不満を義憤を持っているんですが。 

 それがもし、本当にヨーロッパ並みにすばらしい地下に埋設されて、一回直したら 10

年や 20 年手をつけなくてもいいような道路整備が何でできないのかと、非常に疑問を持

っているんですが、その点一つ御説明いただきたいと思います。 

○杉岡分科会長 それでは事務局から。 

○薦田国土計画局長 今、電線の話と路上の掘り返しのお話がございました。 

 電線の地中化は、まさに先生おっしゃられるとおり、東京都区部の中で最も進んでいる

千代田区ですらまだ４割ぐらいで、23 区全体でも５％強。全国の市街地というと 1.5％と



いうことで、非常に見劣りがするということでございます。 

 昭和 61 年度から平成 10 年度まで、３期にわたって電線類地中化計画を策定しまして、

これまでに大規模な商業系地域を対象に、約 3,400km を地中化したところでございます。

現在は第４次計画、11 年度から 15 年度までで、中規模商業地域や住宅系の地域に拡大し

てペースをアップして、 3,000km の地中化を推進しておるところでございます。 

 今後、国土交通省を中心といたしましてさらに進めたいということで、来年度平成 16

年度から始まる次期電線類地中化計画の検討を行っているところでございます。この計画

におきましては、町中の幹線道路における地中化を引き続き重点的に進めるとともに、幹

線でない道路、あるいは歴史的な景観地区におきましても、地中化を推進するようなこと

にしております。 

 特に、なかなか進まないのはそれなりの理由があるわけですが、できるだけ電線共同溝

をコンパクト化してコストを削減するとか、あるいは幹線道路でない場合の整備手法の工

夫とか、費用負担というようなことを検討をするモデル地区を、今回環状７号とか、ある

いは東京都文京区等においてモデル的なことをやるということが、先般関係副大臣会議で

もお決めいただいたようでございますので、そういう形で、まだまだということは御指摘

のとおりでございますが、できるだけ加速をしてまいりたいと考えております。 

 それから、道路の掘り返しの話もまさにおっしゃられるとおりでございますが、今の路

上工事の掘り返し対策の重点エリアを先般決めまして、そういう地域、東京 23 区内の幹

線道路から、直轄の国道やら都道ということでございますが、一定期間に面的な集中工事

を実施すると。それをやれば次の年度以降の５年間は、緊急の工事を除いては掘り返しを

規制するというようなことを決めたところでございます。 

 平成 15 年度の予定箇所といたしましては、品川の中延とか、あるいは台東区の浅草橋

等々の地域を予定箇所として決めて、先般発表いたしたところでございます。 

 そういう形で、道路は常に掘り返されるものではなくて、一たん掘り返したら５年間掘

り返さないという形で、これまであんまり見られてこなかったことを、できるだけ私ども

としてのＰＲをしながら、そういう形で、やる方が本当にいいんだということを訴えてい

きたいと考えております。 

○葉梨委員 会長。 

○杉岡分科会長 どうぞ。 

○葉梨委員 よろしゅうございますか。幾つかこの機会に伺ってみたいことがございます。 

 一つは、いろいろ意欲的な事業についてお話をいただきましたが、首都圏全体として見

ますと、人口の集中が進んでいて、過密というか人があふれているという感じがするんで

す。私は茨城の出身でございますので、茨城から通って国会に来ていますが、どうも東京

都を中心として首都圏は８都県ありますが、とにかく人があふれている。 

 これを現実として認めていくのか、あるいは均衡ある国土の発展ということを 10 年ぐ



らい前ですか、何年前だったか、そういう計画を立てられましたが、どうもそれがなかな

か進んでいないような感じがします。その点について、まず伺ってみたい。 

○薦田国土計画局長 国土計画の課題というのは、まさに昭和 30 年代から均衡ある発展、

言葉はその時々で変わっていると思いますが、大都市圏への過度の集中をどうするかとい

うことで計画がつくられてきたわけでございます。また、それに沿った事業もやってきて

おります。 

 ただ、その効果がどこまで進んでいるかということでございますが、首都圏の中におき

ましても、都心部への集中は若干緩和されてきており、その中で、先ほどもちょっと御紹

介をいたしましたが、圏内の業務核都市等の都市の集積がそれなりに高まってきておりま

す。ですから、首都圏の中でもそういう形で多中心的な方向に向かってきております。 

 一方で地方につきましても、確かに地方圏全体で非常に厳しいわけでありますけれども、

各ブロックの中枢都市における機能の集積が進んできておりますので、その機能を享受し

ながら、東京まで出ていく人口は相対的に減ってきているというふうに、私どもは考えて

おります。 

 ただ、それはおっしゃられるように、十分だというふうに考えているわけではございま

せんけれども、そういう形の動きが出ていると思います。 

 今後 20 年、30 年とかあるいは 50 年というふうに考えますと、全国人口が減少していく

プロセスに入ります。そういう場合に、全国人口が減ればそれで東京集中の問題が解決す

るのかと言われると、そういうことではありません。また一律に減少するわけでないです

から、地方の過疎地ではさらにだれも住まなくなってしまうところは現実問題として出て

くるだろうと思いますが、首都圏の混雑というものも、先ほど鉄道の通勤の混雑率が、ま

だまだレベルは高いんですが、着実に下がってきているというのを御紹介申し上げました

が、人口構造から言ってもその傾向はこれからも進めていけるものだと考えております。 

○葉梨委員 よろしゅうございますか。 

○杉岡分科会長 どうぞ。 

○葉梨委員 ちょっと１人で御質問を幾つかさせていただきますが、よろしゅうございま

すか先生方、お許しをいただいて。 

 結局、首都圏の中における分散ということを今御説明いただきましたね。全国的なバラ

ンスをどうとるかというのは、また別の問題であろうと思いますが、国土計画局長さんは

首都圏だけですか。 

○薦田国土計画局長 いえ。 

○葉梨委員 全国。 

○薦田国土計画局長 はい。 

○葉梨委員 そうすると全国についてはこれは大きな問題で、ここでお答えいただけない

かもしれないが、そういう問題意識を持って対応していただきたい。 



 それで、首都圏の中についてこのごろ気づいたことは、汐留、品川、それから六本木で

すか、あそこら辺にでっかい立派なビルがいっぱい建ちましたが、近所の地域とバランス

を欠いて、にょきにょき大きなものが突出して建てられましたね。あれが一体、東京都心

における美観とか、あるいは災害とか、人の流れとか、そのビルに入る人は便利でいいだ

ろうと思うが、全体のバランスという意味でいって、これは国土計画局長として、こうい

うものは大いにやるべしと認めておられるのか。 

 私どもにしますといかにも唐突で、それから東京都全体からいきますと、何か不均衡な

感じがして仕方がないんです。その点についてどうお考えになっていらっしゃるか。 

○薦田国土計画局長 今おっしゃられた汐留あるいは六本木６丁目地区でございますが、

今の形になる前のずっと以前の状況は、高さのそろわないビル等が混在しているような地

域だったわけでございます。そこを一体的に開発をするということで取り組まれたわけで

ございまして、そういう再開発、あるいは区画整理の考え方そのものはその前の状況から

比べますと、方向としては正しい方向であったのではないかと思っております。 

 そういう形で再開発をしていく上で、どうしてもある程度の高層化を図っていって、効

率的な地区をつくろうということで行われてきているものだと思います。 

 ただ、それが突出して見えるために、全体の景観等について問題ではないかということ

の御指摘をいただいたかと思いますけれども、これまで日本の経済発展のプロセスで、と

にかく量的な充足が第一であるというのがずっと続いてきていたということでございま

して、その中で良好な景観というものの観点が不十分であったということは、私どもとし

ましても否めないと考えておりまして、先ほど電線の話などがございました。 

 したがって、今さらながら、ようやくかとおっしゃられるかもしれませんが、国土交通

省も先般、「美しい国づくり政策大綱」を取りまとめ、公表させていただいたところでご

ざいますけれども、国土交通省自らが良好な景観の形成に取り組むという姿勢を明らかに

したところでございます。 

 ポイントを幾つか御紹介しますと、自ら実施する事業における景観形成の原則をつくる

ということとか、あるいは公共事業におきます景観アセスメントをする、あるいは民間の

活動を直接規制することより、むしろ景観形成のガイドラインをつくるということをすぐ

取りかかろうというものでございます。 

 そういう形で、もっとわかりやすく基本的な精神、景観に関する基本法のようなものを

来年度を目標に法制化の検討をいたしたいということで、今ごろかとおっしゃられる面は

あろうかと思いますが、そういうものが重要だというふうにして取り組んでいるところで

ございます。 

○葉梨委員 ちょっとお許しいただきたいと思うんですが、私は憲法調査会の委員をして

おりまして、この間、基本的人権の委員会で申し上げましたが、日本では土地の所有権は

非常に大事にしているけれども、どういうふうにまちづくりをするかという利用権につい



ての観点からの意識が、低いのではなかろうか。 

 ヨーロッパ各国へ行きますと、まちづくりについては、建物を建てる時についても近隣

とのバランスとか、都市計画上のバランス、地域の方々、それから地方の自治体始め、関

係する皆さん方の合意を経なければ建物も建てられず、また、高さとかいろいろ決めてい

くという状況を考えますと、利用権はもちろん尊重しなきゃいけないけれども、そういう

土地の美観を尊重しています。美観をつくり上げていくという新しい権利を、憲法改正を

する機会に考えていったらどうかという提案を実はしておりまして、役所としても御留意

いただきたいと思います。 

 なかなかこの議論は、憲法調査会で次の改正のときに実るかどうかわかりませんけれど

も、そういう問題意識を私は持っておるわけでございます。 

 それから、立派なビルができる一方で、既存のビルが利用者が減っていくという、空室

率が高まっておりますね。それと、一般の商店街にシャッターをおろした店がどんどん増

えている。これは国土交通省ではどうしようもできない問題なんでしょうかね。結局、一

般の方々、一般というのは地域に住んでいる方々が地域で買い物をしたり、コミュニケー

ションの場としての商店街とかいろいろありましたね。それが非常に衰微している。人の

足が途切れるとまではいかないが、非常に分散されてしまっている。これについては皆さ

ん方国土計画局、あるいは役所としてはこれは経済産業省の課題なんですか。あなた方の

一つ、守備範囲なんでしょうか。 

○薦田国土計画局長 最初にビルの空室の問題がありまして、いわゆる 2003 年問題と俗

に言われております。確かに月ごとのデータを見ますと、そういうことが数字として出て

きております。 

 ただ、そういう形で供給が急速に集中しているのが今年でございまして、何年かをなら

してみますと、今年の供給が特に高いということでございまして、数字としては中期的に

は調整されていくものかなと考えております。 

 ただおっしゃられるように、新しいビルができると当然企業は便利なところに移ってい

くわけでございまして、そうしますと残された地区が問題が起きるということは、御指摘

のとおりだと思います。 

 ですから、いわゆる商店街のシャッター云々のお話がございました中心市街地活性化の

取り組みは関係省庁が共同して取り組んでおりまして、経済産業省だけということはござ

いませんで、国土交通省の関係の部局が関係省庁の協力の中で進めてきております。 

 ただ、それぞれシャッターが閉まっている度合いが減ったのかと言われますと、そうい

う意味では現時点におきまして、十分な効果がまだ発現するに至っていないということか

と思いますが、全体として私どもの省なり局なりが関わりがないということではございま

せんで、共同して取り組んでございます。 

○杉岡分科会長 どうぞ。 



○横島委員 葉梨先生のお話、私ももっともと思って伺ったことが多いんですが、今日お

話ししようと思ったのは、実は分科会全体としてこういう問題をどうとらえるかというこ

とです。大変難しいのですが、今のような東京都心のポイントに再集中してきたという一

つの原因は、この分科会にもあるのです。一昨年、東京への大規模事業所の集中の規制を

緩和したときに、私は反対の意見を申し上げましたけども、やんぬるかな再集中が起きて

しまった。しかも、そこにもう一つの問題、即ち首都機能移転問題が若干形を崩してしま

い、東京の集中というものが歯止めがきかなくなってしまったという問題があります。 

 さらには、残念というか結構というか、東京都知事が極めて強い姿勢を打ち出して、「東

京の元気は日本の元気」という、見方によっては正しいのですが、地方から見ると困った

ことになっている部分があり、東京への再集中が地方の疲弊さえもたらしかねないという、

大変な現象が起きているわけです。 

 これを、例えばどのように国土計画の中で解決するかということは、大変難しいのです。

しかし、こと首都圏に関しても、葉梨先生がおいでの茨城でも日立以北は過疎でしょうし、

埼玉以北もそうでしょうし、私がいる群馬県も同じような問題があります。特に首都圏分

科会というものが首都圏全体のテーマを持っている以上、私どものこの分科会あたりで、

首都圏全体の整合性をきちっと検証しないと、どうも全体計画と部分計画だけが動いてし

まって、ブロック計画、地域計画の整合性をチェックする場がなくなっていくのではない

か。 

 その意味で、さっきの局長の説明の中にも幾つか自己矛盾点があるのですが、そういっ

たものをチェックして、首都圏全体の中でどうあるべきかということのチェック機能を、

この分科会あたりで持たないといけないのではないか。ますます東京の一極集中で、2003

年問題は短期的現象とおっしゃったけど、深刻ですよ、これは。 

 東京は上海と違うわけですから。上海は中国全体の国土構造の中に位置づけられた大都

市ですが、日本は全体のパイ、即ち人口が決まっていて、減っていこうという中で東京へ

集めたら、必ず地方は過疎になるという、子供が聞いてもわかる理屈を、今かき回してい

るわけです。 

 そういう意味でも、15 年度計画は、これはこれで結構なのですけれど、国土審議会の中

の首都圏分科会、ほかの二つの大都市圏にも分科会があると思いますが、こういうものが

与えられている使命について、きちっと日常的に検証していくことが欠かせないのではな

いか。つまりもっと言えば、この計画はいいか悪いかというだけで、しかも１年に１回で

首都圏全体のことが語れるのかと。通年的に２～３回の検討があって、ワーキンググルー

プもあって、そして私は東京の過度な一極集中の今の現象ぐらいは、ここらあたりでひと

つけじめをつけておかないと、とんでもないことになるのではないかと思います。 

 その意味で、分科会長へのお願いですが、首都圏分科会の形骸化から実質化へ一歩踏み

出していただきたい。そうしないと、新しい国土計画のあり方を本審の方で考えている中



で、首都圏が単なる一部になってしまって、声の上がる分科会にならないことを、残念だ

と思っております。 

○杉岡分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの横島委員の話につきましても、これは次の議題の「国土計画体系の見直し」

を事務局の方から御報告いただきますが、その段階でもいろいろと御意見が出てくるだろ

うと思いますし、またその方向に、これから進まなきゃいけないんじゃないかなと思って

おります。 

○今泉委員 よろしいですか。 

○杉岡分科会長 どうぞ。 

○今泉委員 私も今の御意見に大賛成でございまして、そういう意味で、別な角度から意

見を申し上げさせていただきたいと思います。 

 私ども国会議員は全国から、国会があるたびに上京するわけですが、異口同音に皆さん

方が申しているのは、新幹線に乗って東京に来る間、建設のクレーンが見えるのは大体東

京だけだと言うんですよね。地方の都市にはそういう姿がほとんど見えない。東京に来た

ら何でこんなに建設のためのクレーンがいっぱいあるんだと。東京はすごいなと。少しで

も地方でこういう仕事ができないものかということを、異口同音に言われる方が多いんで

すよね。 

 そういう意味で、これは首都圏ですから、全国的な国土の再配置は別問題としておきま

すけれども、首都圏だけで見ましても全く同じようなことが言えるんですね。 

 東京の、例えば先ほど葉梨先生もございましたような、六本木とか品川とか、あるいは

また汐留の開発が進むのは、これは東京が便利だから民間の資本が主体的になってやる、

これはもうしようがないことだと思うんですね。それだけ東京が利便性があるから。 

 だから私は、東京の開発に関しては民間に任せてもいいと思うんです。むしろ、国の立

場でリーダーシップをとってやる計画というのは、東京の周辺の首都圏の構造をどうして

いくかというところに視点を置くべきではないか。 

 第５次首都圏基本計画のメインテーマに「分散型ネットワーク構造の転換」ということ

が出されているんですが、今回 15 年度の計画を見てみますと、ほとんど半分ぐらいが東

京の仕事なんですよね。これでは分散型のネットワーク構造ができるはずがない。ただ集

中ばかりやっているというような気がしてならないんですよ。 

 例えば私、千葉県の選出議員なんですが、アクアラインができました。対岸の木更津は、

そういう意味ではアクアラインの影響、ネットワークの影響を受けて、少しでも開発がで

きるのかというふうに期待していたところが、それ以外の我が県内のネットワークの基盤

ができていないものだから、アクアラインのために逆に人がみんな横浜の方に来ちゃうわ

けです。ますます地方が寂れていっているんですよ、実は。 

 そういう意味で、東京以外の基盤都市整備というんでしょうかね、そういうところに目



をつけたリーダーシップを、国の立場でやるべきではないか。東京は黙っていても、民間

の活力でどんどん進んでいきますよ。そういう意味での視点から、ぜひ一つ検討していた

だくとありがたいと思っています。 

○薦田国土計画局長 分散型ネットワーク構造というのは、まさに基本計画の目標の、言

ってみれば五つ並べて、さらにその結果こういうふうになっていくんだということでござ

います。その辺の力の入れ方が足りないんじゃないかという御指摘、私ども反省すべき点

もございますが、ただ、先ほど業務核都市の話などいろいろ申し上げましたが、これらに 

取りかかって、ようやく少し人口のウエイトも上がってきているということでございます

ので、方向をさらに加速するようなことを、具体的な計画なり、あるいは事業の点でも考

えていきたいと思っております。 

○杉岡分科会長 加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員 幾つか申し上げたいんですけれども、質問もあるんですが、今、複数の委員

の方からあったまちの美観、景観の問題で言えば、所管が違うのかもしれませんが、例え

ば看板の問題なんかは、先ほどの電線の問題と共通のものがあるだろうと思うんですが、

そういうところについては、この計画あるいは国土交通省として、他省庁との関連、ある

いは都との関連もあると思いますが、どういうふうにお考えなのか。 

 それから似たような話で、千代田区でたばこの規制をしましたですね。これらの効果と

いいますか、町の美観や安全上の問題とか、その辺のフォローはなされているのかどうか。 

 昨日の新聞に、民主党がマニュフェストで全国的にたばこのポイ捨て禁止を掲げている

のがありましたけれども、それはそれとしまして。これは質問でございますが。 

 ついでに、先ほども出ておりましたけど、これは私も過去からずうっとかかわっており

ませんものですから質問なんですが、首都機能の移転は、これだけの長期的な計画の中で、

この計画の中にはその問題は織り込まれているのかどうかという点ですね。どのようにお

考えになっているのかということを、一つはお伺いしたいと思っております。 

 それから、先ほども少し御指摘がありましたけども、一昨年の大規模施設の制限を撤廃

したと。そのことの影響というのは、２年後、あるいは来年以降どのように出ているのか

というのは、やはり報告が要るのではないかと思います。 

 それで２点ほど意見なんですが、一つは高齢化との関係も少しあるんですけども、この

中に幾つか、体育施設だとか公園の整備で出ておりますけれども、私はつくるということ

だけではなくて、利用のしやすさといいますか、そちらの方が非常に重要だろうと思って

いるわけです。 

 この中にバリアフリーの話が出てまいりますけれども、高齢化イコールバリアフリーの

問題だけではなくて、私は高齢化イコールいかにして寝込まない、寝込ませない、健康な

一生を少しでも送れるような環境にしていくかと。そういう面では、体を動かすというこ

と、あるいは外へ出ていただくことが非常に重要なんじゃないかと思っているんです。 



 こういった多くの施設ができ上がるんですが、その利用実態とか、あるいはその利用を

しやすくするために、昨今情報化時代でありますけれども、そういったものをぜひ活用し

て、利用のしやすさ、あるいはアクセスの問題も含めて、そういうことをぜひお考えいた

だく必要があるだろうと思っているということ。 

 それからもう一つの意見はコストとの関係なんですが、こういった整備計画の中に、そ

ういった視点がいかに低廉なコストでいいものをつくるかという視点が入っていないと

いうのは、非常に残念な気がするわけです。 

 最近注目されたものに、中部国際空港の建設について 1,000 億を超えるようなコスト削

減が実現したということで、私も大変興味を持ちまして、調達関係の責任者のマネージャ

ーの方の話を聞いたんですが、まだまだやれる部分はあるし、いかに当初の計画がコスト

を考えないものであったかということに本当に驚愕した、驚いたという話がありました。 

 ぜひ、この例をきちんと学んでいただいて、こういった財政状況の中での整備事業であ

りますから、そういった観点を、ぜひこういうところにも入れていただきたいということ

で、これは一つお願いでございます。 

 以上です。 

○杉岡分科会長 それでは簡潔に。 

○薦田国土計画局長 はい、簡潔に。 

 最初に看板の話がございました。先ほどちょっと御紹介しかかった、国土交通省の「美

しい国づくりの政策大綱」の中の一つの柱でございまして、屋外広告の許可対象の範囲を

拡大するとか、あるいは違反の対策の強化というようなことを検討しているところでござ

います。 

 それから、たばこの話がございましたが、まだ幾つかの区で始まったばかりということ

で、まだまだフォローする体制に至っておりませんが、重要なポイントだと思いますので、

今後考えてみたいと思います。 

 それから、首都機能の移転の関係でございます。長々とした経緯はここで申し上げませ

んけれども、現在国会において移転先地の決定に向けての検討が、ここのところ行われて

きております。現実にこの間終わりました国会で、両院で協議会をつくってさらに検討を

しようということになっているところでございます。 

 私どもとしましては、移転の具体化に向けた検討というのが政府の責務としてあります

ので、国会における検討が、円滑に進められるような協力を行っているところでございま

す。 

 それから、コストの関係のお話がございましたが、私どもコストのことを考えていない

わけではございませんで、事業の効率化、まさに財源がどんどん細っていく中でございま

すので、個々の事業ごとに事業の評価あるいは費用対効果を厳密に吟味して、効率的な実

施を進めていく必要があると考えておりまして、事業計画の事業にも盛り込まれておりま



す。これは抽象論でなくて、現実にそういう形で進めていきたいと考えております。 

 あと、バリアフリー等実際につくればいいというものではなくて、ちゃんと生きるよう

にというのはごもっともでございますので、そういう方向でやらせていただきたいと思い

ます。 

○葉梨委員 先ほど横島先生からのお話もございましたけれども、全国、国土の均衡ある

発展は役所がやる仕事だと、企業が自由にやったらいいじゃないかという御意見ございま

したが、経済界から秋草さんがおいでになっていまして、私はビルなんていうものは都市

になきゃいけないけれど、工場なんていうのは全国に分散してもらいたいと思うんです。

それはかつてはやりました。今は中国に行ってますが。 

 社会的使命なんていうことをよくおっしゃいますが、工場なんていうものこそ、また全

国に分散していただければいいなと思いますが、御感想をちょっと伺いたい。 

○杉岡分科会長 それでは秋草委員。 

○秋草委員 私どもの会社では中国に工場は出ていないんです。日本で頑張れると思って

いますし、今でもコストでは負けないと思っています。特にハイテク系の商品ですと、商

品に占める人件費の比率は 10％以下なんです。あと材料の調達をいかにするかということ

が中心です。 

 その 10％以下のものを中国が人件費が 10 分の１だとか 20 分の１で安いといっても、エ

ンド・ツー・エンドのコストから言うとほとんど変わらない。かえって日本にあった方が

いいという判断をしています。 

 そういう意味では、調達は外部から買いますけども、モノづくりはまだまだ日本で頑張

れると思いますし、富士山麓にあるファナックという会社に行きますと働いている人が１

人という工場がありまして、そういう挑戦をしている会社がある。ある意味では、もっと

モノづくりに対する挑戦をやって、日本の中で頑張るべきだと思っております。 

 もう一つ、工場問題ではないんですが、私どもも幕張に大きなビルを持って、一番最初

に出ていったんです。あそこは割と情報産業が多いんですが。結果として今どうかといい

ますと、できるだけあそこに人を出さないようにしている。不便なんですね。ようやく年

月が 10 年たって、レストランとかアクセスがよくなりましたが、やはり民間の企業とい

うのは待てない。 

横須賀のＹＲＰもそうでございますが、私どもも研究所を持っています。ＮＴＴドコモ

等々世界中からたくさんの会社が出ていますが、生活環境はまだまだ整っていなく、コン

ビニも夜はやっていない。食事には横須賀駅まで車で行かなくちゃいけない。ホテルもな

い。 

 ネット型分散は大いにやるべきだと思いますが、建物というハードウエアと交通アクセ

スという問題と、生活環境という環境がどうもできていないという感じがいたします。そ

れがないと、民間の方は環境がそろっていないと経済合理性が働きますので、避けてしま



うということになります。 

 同じように工場もそうだと思っていまして、新しい工場用の地域をつくったとしても、

そのバランスがないと避けられてしまう。価値がなくなってしまうという感じがします。

その辺はぜひ、よろしく御配慮をお願いしたいと思っています。 

○杉岡分科会長 どうもありがとうございました。 

 まだまだいろいろと議論があると思いますが、首都圏の事業につきましては後で 14 年

度の首都圏整備に関する年次報告もございます。その他議題がまだ残っておりますので、

御質問につきましては、またそちらの方でも大いにお願いをいたしたいと思います。 

 とりあえず、初めの議題の「平成 15 年度首都圏事業計画（案）」につきましてお諮りい

たしたいと思います。原案のとおりでよろしゅうございますでしょうか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○杉岡分科会長 特に御異議もないようでございます。 

 それでは、ただいまの案件につきましては、異議がない旨を国土審議会の会長に報告し、

そしてその会長の同意を得まして答申といたしたいと思っております。どうもありがとう

ございました。 

 

           （２）国土計画体系の見直しについて 

 

○杉岡分科会長 それでは引き続きまして、「国土計画体系の見直し」につきまして議題

に入りたいと思います。事務局の方から御説明をお願いします。 

○田中大臣官房審議官 国土計画局審議官の田中でございます。座って説明させていただ

きます。 

 資料は４番の一連の資料を使って説明をいたします。まず、資料４－１をご覧いただき

たいと思います。本件につきましては、昨年 11 月に国土審議会基本政策部会におきまし

て、国土の将来展望と新しい国土計画制度のあり方という最終報告が出ております。これ

につきまして簡単に説明した後、本年６月からこの報告を受けまして、「調査改革部会」

で新しい国土計画のあり方についての審議が開始されておりますので、その説明をしたい

と思います。 

 まず、最終報告に書いてありますこの部会報告の中で、国土の将来展望と課題はどうい

うことであるかということでございます。 

１ページ目でございますが、約 50 年で２割の人口が減少するということから、広域的

な地域連携が、生活関連サービス等の維持・向上のためには必要ではないかという指摘、

社会資本の整備については言うまでもなく、財政制約、投資制約、あるいは先ほど局長が

申し上げましたように、既存ストックの維持・管理・更新需要の増大ということから、新

規投資の余地が非常に少なくなっているという制約要因があるという指摘であります。 



 ２ページ目でございますが、翻って地域に目を転じてみますと、東京等に比較して国際

対応力その他、地域間格差はございます。しかしながら一方、それぞれの地域にはまだ活

用すべき資源が有効に活用されていない、眠っているといったこともあるのではないか。

さらには、国として非常にプライオリティーが上がっております循環型、環境型、共生型

の国土形成とか、安全な国土形成、この重要性は言うまでもないということであります。 

 ３ページ目でございますが、こういった課題を踏まえまして、国土計画の新たな対応の

方向として指摘されているのは、一つは地域が中心になって、これまで必ずしも有効に活

用されてこなかった地域資源を、必要に応じて広域的に連携をさせまして、個性ある、競

争力のある地域づくりをするべきではないか。 

 ２点目といたしまして、モビリティ、迅速に移動できるということだと思いますが、こ

ういったことによる広域的な対応が可能であって、そのための地域の圏域づくりはどうあ

るべきかということが、対応の方向かと思います。 

 ３点目としまして、社会資本の整備については、当然財政投資制約を受けまして、ハー

ド施策、ソフト施策を適切に組み合わせ、国民にうまく説明できる成果を重視した目標の

実現が必要ではないか。 

 ４番目はそれに関連いたしますが、積極的な情報公開に基づく合意形成と、多様な主体

の参加ということでございます。 

 これが将来展望と課題、今後の展望ということでありまして、これを受けました新しい

国土計画のあり方について、第Ⅱ部で触れられております。これについては資料４－２以

下でチャートがございますので、これで説明をいたします。 

 資料４－２をお開きいただきたいと思います。左の方にこれまでの課題とかいろいろな

批判を受けまして、新しい見直しの考え方としては五つ指摘をされております。 

 １点目は、従来ややもすると人口、経済拡大を前提とした「開発」が重視されていたの

ではないかということで、「利用・開発・保全」の指針として、一貫した国土計画体系が

必要であろうという方向でございます。 

 これについては、さらに資料４－３に法体系のチャートがございますので、これについ

て説明をいたします。一番左が赤い色、これが全総体系でございます。中ほどは主として

土地利用に重点が置かれております国土利用計画の体系。さらには、その中ほどに個別法

に基づく大都市圏ブロックごとの計画もございました。 

 これについて、非常に複雑でわかりにくい、あるいは実効性はどうかといったこともご

ざいまして、一番右のブルーでございますが、これを統合いたしまして、開発、利用、保

全一環とした計画づくり、さらに階層としては全国、広域、都道府県、市町村といった流

れにしてわかりやすくして、実効性を高めていこうということが１点目でございます。 

 さらに資料４－２に戻りまして、２点目といたしましては、従来ややもすると地域づく

り、中央依存、金太郎あめ、個性が喪失していたのではないかということもございまして、



これからは国と地方がパートナーシップをもとにして、開かれた計画づくりは当然のこと

として、国の計画づくりにおいても地方自治体が参加いたしますし、広域ブロック計画等

についても、当然地域が主体となって、国と協力してつくっていくといった方向が必要で

あろうということでございます。広域ブロック計画については、別途また関係が深いので

説明をいたします。 

 ３点目といたしましては、これまで計画体系が複雑であったことに加えて、いろんな施

策が全部入っているということで、指針性が今まで少なくなってきていたのではないかと

いうことを踏まえまして、国土の基本計画としての指針性を向上しようということで、全

国計画については、国家としての戦略目標に重点化し、別途地域別等の問題については広

域ブロック以下の方にゆだねるということで、役割分担を明確化しようということでござ

います。 

 ４点目といたまして、やはりこれまでつくりっ放しといったような指摘もございました

ので、これからの流れでございます、計画の「策定・推進・評価」を、成果を重視したプ

ロセスとしまして、計画の進行管理をしてはどうかということで、それに当たっては国土

のモニタリングその他、一般的な情報を公開して、その時々で進行管理をしていくという

ことでございます。 

 ５点目といたしまして、今度国土総合開発法と国土利用計画法の体制を統合しようとい

う流れがあるわけですが、総合的な土地利用の指針としての役割を大きくしようというこ

とで考えているところでございます。 

 加えまして、本分科会と関係の深い広域ブロックの話については、資料４－４をごらん

いただきたいと思います。先ほどから申し上げておりますように、これからはヒト、モノ、

カネが広域的あるいは国際間で移動する時代になっております。こういったことに対して

地域として対応するには、広域的な取り組みが非常に必要でございまして、ここに書いて

ありますように、観光、国際交流、生態系の保全、その他国際的競争力をつくるという意

味での広域的な対応が必要であろうということで、今回の体系見直しでは広域ブロックを

重視しようということで考えております。 

 具体的には黄色のところでございますが、まず計画づくりに当たりましては、地域中心

の広域計画ブロックづくりということで、計画策定の段階から地方自治体が参加して、原

案を策定いたしまして、必要に応じて国の方で意見を入れまして、決定をするということ

にしたらどうかということが言われております。 

 中身につきましても、広域ブロック、従来は全国計画ですべて詳述をしていたわけであ

りますが、これからは全国計画は戦略的な国家的目標、広域ブロックについては、その内

容はそのブロックで考えるということで考えていったらどうかということが言われてお

ります。 

 それから各論ですが、計画圏域をどうするかということで、計画圏域については、経済・



社会・歴史・文化といったことで、一体性という物差しで計画圏域を検討するということ

でございますが、各論といたしまして、ちょっと小さい字でございますが、一つの計画圏

域の中に完全に包含されているような地域が現在あるわけですが、これをどうするかとい

うことを、関係の都道府県と議論しております。具体的には、北陸３県が現在中部圏の中

に完全に包含されておりますが、これについてどうするかという議論も課題となっている

ところでございます。 

 こんなところが、今基本的な計画の見直しの考え方の一つの方向として、調査改革部会

で審議をされてきているということでございます。 

 今後の審議の進め方については、一番最後の資料４－５にございますが、文章だけで非

常に印象が薄いので口頭で簡単に言いますと、２の（２）のところにありますように、調

査改革部会で制度の検討が行われておりますが、あわせて国土の総点検ということで、現

在国土全般の現状を明らかにして、その課題を検討するという小委員会を動かしておりま

す。 

 これはさらにめくっていただいて、２ページと書いてあるところなんですが、三つござ

いまして、一つは人口減少、少子・高齢化のもとにおける自立・安定した社会をどう考え

るのか、二つ目が、グローバル化の進展を生かした活力ある国土形成と持続的発展のため

の国土基盤のあり方、三つ目が、持続可能な国土の創造といった観点からどういうふうに

考えているかということを、国土の総点検の一貫として、課題別に現在検討しているとこ

ろであります。 

 ４ページ目は、実際に法体系を変えるとした場合にどんな論点があるかということを、

今審議していただいている中身を書いたところでございます。こういった点につきまして、

現在６月から部会で、小委員会も入れまして議論を始めたところでございます。 

 私どもといたしましては、９月初めあたりに改革の中間的な取りまとめをいただくとい

うことを目途に考えておりまして、年内に成案をまとめていただくという感じで検討をさ

せていただいているところであります。 

 以上が、国土計画体系に関連する説明でございます。 

 １点だけ、話は変わりますが、一番最後の資料に「国づくりの 100 年デザインの提案」

というのが入ってございます。見開きをあけていただきますと、扇大臣の直接メッセージ

が入っておりますが、要は今後 100 年の国づくりを国民として議論するに当たって、その

材料を提供する必要があるだろうということで、省内の若手、中堅から有志を募りまして、

そのアイデアを幾つかにまとめたものでございます。これについては省内のホームページ

にも掲載し、有識者も含めまして国民から広く意見を募るということを考えております。

分科会の委員の皆様におかれましても、機会があればぜひお目を通していただき、御感想、

御意見等があれば、随時お寄せいただければと思います。 

  説明は以上でございます。 



○杉岡分科会長 ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました国土計画体系の見直しにつきまして、御意見あるいは御質

疑がございましたら御発言をお願いいたします。 

 どうぞ、クリスティーヌさん。 

○クリスティーヌ委員 先ほどの説明とちょっと関連する部分があるんですけど、先ほど

の 15 年度の事業計画についての中で、47 ページに社会資本におけるストックの見方が、

昭和 25 年では８兆円だったものが、平成 13 年で 405 兆円になっているということの評価

の仕方なんですが、これは、今現在これだけの資本になっているということは、今まで投

入してきた金額なのか、それとも今もし評価していれば 405 兆円だけのものになっている

かということが、ちょっとそこがわからないと思うんですね。今まで投入してきた金額が

ストックになっているということであるのならば、本当に評価価値のあるものなのかどう

かということも見た方がいいのではないかと思うんです。 

  といいますのは、これから新しい資本をつくっていくということの中で、また新たにお

金をここに投入して運営管理のためとか、また保全するためとか、もう一回整備をし直す

ための金額もここに含まれてしまうと、ストックが日本にたくさんあるという解釈にはな

りますけれども、本当の意味での価値があるかどうかということがあると思うんです。 

  そうしますと今の資料４－４の一番下で、歴史や文化ということも、ある意味では一つ

の社会資本で、ストックでもあると思うわけなんですね。そのためにここにも入っている

と思うんですけれども、今日本にとって観光というのが非常に注目されてきたわけですが、

日本に来られる方々に対して、観光というものを見たときに、観光資源のとても大きな要

素の中には景観というか、またはまちづくりとかまち並み、先ほどの電信柱の問題もそう

ですし、やはり見え方というのがとっても大事な、一つの価値ある遺産でもあるわけなん

ですね。そういうものを社会資本の中でストックとして見たときに、都市計画、まちづく

りがいかに日本にとってこれからもっと重要になってくるかというになるわけですから、

こういう景観とかまちづくりのまち並みが非常に重要であるということを、もっときちっ

と国土交通省が言ってくださり、地元にいらっしゃる方々が、先ほど社会における自分の

自己責任というか、まして企業にとってもそうですし、商店にとってもそうなんですけれ

ども、物を建てたときに、自分の建てた建築物が地域にそぐうか、そぐわないかという認

識のもとで、都市計画、まちづくりをしていってくれれば、それがまたそこで新たな価値

を生むわけですから、 405 兆円以上の価値になっている可能性もあるわけなんですね。 

  ですのでそういう意味で、都市計画、まちづくり、そして人間の生活というものが、い

かにただつくっていくだけではなくて、そこに付加価値が与えられた価値としての国土の

つくり方というものが、恐らくこの 100 年計画の中には考えられていると思うんですけれ

ども、もっとクリアに一人一人の市民がわかりやすく、もっとＰＲ活動も含めた形でして

いただけると、ここがもっと生きてくるんではないかと思うんです。 



○薦田国土計画局長 あの図でございますけれども、これは先ほどちょっとはしょりまし

たが、国土交通省の所管する事業によってできた社会資本ストックということでございま

す。それは、それぞれ毎年投入した額をただ積み上げていくということではなくて、要す

るに現実に生きて存在している社会資本を金額で評価しているということでございまし

て、それは使えるものということでございます。もちろん、余り車が通っていない道路と

いう議論はもちろんあるんですけれども、使える状態になっている社会資本ストックで国

土交通省の所管のもの。そういうことは逆に言うと、明治の昔からの文化というのは当然

入っていないわけで、そこを重視するべきだというお話は、まさにおっしゃられるとおり

でございます。 

  100 年デザインの提案の若手の中にも、そういう都市の美しさとか景観とか観光の話も

盛り込んであります。実は先ほど審議官から申し上げましたように、とにかく議論をして

いただく材料を若手が、体系的というよりは、むしろ広くいろんなアイデアを出そうとい

うことで、21 世紀にちなんで 21 のアイデアが出ているわけでございます。 

  私ども先ほど、国土計画の体系の話として御説明申し上げましたけれども、わかりやす

い体系制度をつくることに目的があるわけではなくて、まさに時代に即応し、今後 50 年、 

100 年を考えた場合に、今の伝統的な文化とか、あるいは昔の文化財的な価値といったも

のも含めて、国土というものをどう「利用・開発・保全」のバランスをとってやっていく

かということを指し示す計画をつくることが最終目的でございますので、今のお話もまた

肝に銘じまして、作業を続けていきたいと思っております。 

○クリスティーヌ委員 １つだけ言い忘れたんですけど、私、壊す予算というものもとっ

ていただくといいと思うんですね。といいますのは、例えば私たち地方に行きますと、本

当にすばらし田園風景の真ん中に、10 年もそのまま放置してあるドライブインレストラン

があったりして、持っていらっしゃる方々が結局壊すお金もなければ、地方自治体もそう

いうものに対して手をかける権利もないわけですね、個人の持ち物ですので。大体そうい

うものが何かの担保に使われていたり、手をつけられないような状況の中で、そこの風景

の価値が非常になくなってしまうわけですね。 

 この前も猪苗代湖の方に行きましたらば、山と放棄された車が、湖の横にただ捨ててあ

るんですよね。それをなぜ捨てられないかというと、だれかの個人の土地であるからで、

だけれど放置されたままであるということは、景観とか、そういうある意味で地域にとっ

ての景観価値、また観光資源としてマイナスになるということです。そこに予算をつけれ

ば自治体が壊すなり、撤去したりそれなりのものができてくるわけです。つくるだけが国

土交通省の仕事じゃないと思います。景観もつくるということの視点から考えれば、そう

やって要らないものというか、目ざわりなものをちゃんと撤去するということの予算も、

少し自治体につけて差し上げたりしますと、地方もちょっときれいになるんではないかな

という感じがします。 



○杉岡分科会長 ありがとうございます。 

 そのほかに何か。 

 どうぞ、黒川さん。 

○黒川委員 この国土計画体系の見直し、いろいろ工夫されていると思うんですけど、時

間軸でこういう国土計画というのは、一体どれくらいの計画スパンを持って考えていくか

という議論はどんなふうになっているんでしょうか。 

 例えば、首都圏の計画でいきますと、基本計画は平成 11 年に決めて、27 年までといっ

て、あとは整備計画、事業計画になっていますが、やっぱりどこかで本当は基本計画その

ものを見直さなきゃいけないんじゃないか。要するに、それに沿った事業計画というので

はなくて、事業計画を立てながら見直しをするという仕組みが必要なんじゃないかと思う

んです。国土計画というのは、計画の時間軸とローリングする仕組みはどんなふうに考え

ているのでしょうか。 

○薦田国土計画局長 今現在の全国総合開発計画も、まさに首都圏と同じように 27 年ま

でということでございます。先ほど、計画体系の改革を今やっていると申し上げましたが、

制度を新しくした上で新しい計画をつくる。それは全国計画もありますし、さらに広域ブ

ロックの一つであります首都圏の計画もあります。したがいまして、その段階で現行の計

画に代わる計画をつくりたいと考えています。 

 現実にタイムスケジュール的なこと、私どもの目標としているところは、計画の法令面

の制度については来年の国会を目指して、今作業をしております。 

 制度ができたところから始めたのではなかなかすぐには計画できません。何年もかかる

ものでございます。そういう意味で、種を仕込むというか、基礎的な勉強という意味で、

先ほど審議官から御説明いたしました国土の総合的点検をやってございます。それは全国

ベースと、それから広域ブロック計画に生きていくと思っております。 

 その次の計画が、どのぐらいのタイムスパンになるかというところはちょっとわからな

いんですが、あえてこの 100 年の話を申し上げたのは、現行計画も 50 年先をにらみなが

ら、今後 10 年、15 年という形だったと思うんですが、恐らくその次の計画も 50 年先、あ

るいは場合によって 100 年も見通しながら、10 年、15 年というものを計画をつくってい

くということになると思います。ただし、それはつくりっ放しというんじゃなくて、もっ

と頻繁に点検をするということになるかと思います。 

○杉岡分科会長 ありがとうございました。そのほか。 

 どうぞ。 

○横島委員 先程のお話の中でよくわからなかったのは、大都市圏整備法はどうするので

すか。それに基づいて、分科会の位置もおのずとフローティングしてくるわけですが、大

都市圏整備法と国土総合開発法との関係が、ちょっとさっきの説明ではよくわからなかっ

た。 



○薦田国土計画局長 今、全国総合開発計画が国土総合開発法に基づいてつくられており

ます。それから、全国の国土利用計画は国土利用計画法に基づいております。それから、

首都圏の計画は首都圏整備法、中部圏、近畿圏それぞれ法律がございます。それから、東

北、北陸等についてはまた別の法律があるという形で、非常に計画の体系がわかりにくく

なっているところをわかりやすい体系にしたいということで、先ほど御説明申し上げまし

た。 

 ただ、その場合に法律を一本にしてしまうというやり方は、論理的にはあるんですが、

ただ首都圏整備法は計画をつくるというだけじゃなくて、いろんな政策区域というものが

ございます。したがいまして、広域ブロック計画の一つとして体系の中に位置づけるとい

うことにはなりますけれども、現在の作業の中では、そういう一つの法律の体系の位置づ

けはするけれども、首都圏整備法がなくなるわけではなくて、法律では存続して所要の改

正をするということになろうかと思っています。 

 首都圏の分科会についてもそこはあわせて、おっしゃられるとおり連動しております。

今の作業状況の中では、現在のような形で考えているということであります。 

○横島委員 首都圏は、首都圏整備法の対象地域だけれども、国土二法の対象にもなって

いるわけですね。これらの対象地域であると同時に、首都圏整備法の対象地域になるとい

う。そういう意味では二重なんですよ。 

 ですからそれをブロック計画という形で、どういう構造にするのか、二重構造と一重構

造はばらつきがあるのか、その法体系はどうなっていますか。 

○薦田国土計画局長 そこの法制的なところの詰めはまだ作業中なんです。と申し上げま

したのは、例えば東北とか北陸、中国、四国、九州につきまして、現行の法律は言ってみ

れば計画だけの法律になっています。そういう法律が全国計画、広域ブロック計画という

ものを一本の体系の中に入れたときに、計画策定するだけの法律が法律として生き残れる

のかどうかというところは問題点としてございます。 

 したがいまして、そこのところがこれからの検討でございますけれども、もし別の法律

で立たなくなると、その分は先生の表現を借りれば、二重でなくて一重になるという言い

方はできると思います。 

 首都圏については、いろんな政策区域制度等があるので、二重とおっしゃられれば二重

なんですが、ただこれはちゃんと体系の中に位置づけられているという格好を目指して、

今やっているところでございます。 

○杉岡分科会長 ほかにございますでしょうか。 

○堂本委員（代理：田辺） よろしいでしょうか。 

○杉岡分科会長 どうぞ。 

○堂本委員（代理：田辺） 広域ブロック計画の点がちょっと心配な部分があるのかなと

いう感じを受けています。都道府県で協議して原案を作成して、国がこれを決定するとい



うところで、広域ブロックの件については、多分各県間での相当いろんな調整作業が出る

だろうと。そういうときに、各都県間でそういう調整が、それだけで果たしてできるんだ

ろうかという点を非常に心配をいたしております。 

 今、地方分権の時代がまさにそのとおりでございます。したがって、各県、各市町村が

自分たちで物事を決定できるということは、非常にいいことだと思うんですが、こういう

広域的な問題については、果たしてどちらの仕事、どちらがやるのが一番いいんだろうか

という感じをちょっと受けます。 

○薦田国土計画局長 簡単に申し上げます。現行の首都圏の計画も含めてですが、広域ブ

ロックに対する計画につきまして、策定方法を分権に対応して変えろというのは、分権会

議等からも出ていますし、閣議決定の中でも方向が出ております。 

 別に言われたからやるという意味じゃなくて、今後、あるいは 20 年、30 年、50 年を考

えていくという場合には、都道府県という圏域では非常に狭過ぎるんじゃないかと。そう

いう意味で、広域ブロックというものを重要視していくのが国土計画として必要だろうと

いうことでございます。 

 その場合に、従来は非常に乱暴な言い方をしますと、各ブロック計画においては、各県

からいろいろ要望事項をいただいて、それを見ながら国が原案をつくって、そして御意見

を伺うという形だったと思うんですが、やはりそこは原案の段階で、まさに広域的な調整

は難しいとおっしゃいましたが、まさに難しいというのはよくわかっていますが、広域的

な社会資本の配置とか、あるいは国土の利用の仕方について、まず地元でいろいろ御協議

をいただきたい。もちろん私ども、相談して持ってきてくださいと言って投げるというこ

とではなくて、地方整備局等がいろいろ情報提供とか、あるいはいろんなことで御協力を

しながら原案の作成までお願いできるような仕組み、あるいはそういう形がとれるような

仕組みを、新しい体系の中では仕組んでいきたいという趣旨でございます。 

○杉岡分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、まだ次の案件がございますので、国土計画体系の見直しにつきましては、こ

の程度で終わらせていただきたいと思います。 

 ただいまいろいろと意見がありましたが、今後国土審議会の調査改革部会で検討されま

す段階において、いろんな意見が反映されますように事務局にお願いをいたしまして、次

の案件といたします。 

 

                （３）そ  の  他 

        ①平成 14 年度首都圏整備に関する年次報告について 

        ②大都市圏における都市環境インフラの再生について 

 

○杉岡分科会長 残りの案件でございますが、「平成 14 年度首都圏整備に関する年次報告」、



それから「大都市圏における都市環境インフラの再生」の２件を続けて、事務局の方から

御説明をお願いします。 

○川上国土計画局計画官 国土計画局計画官の川上でございます。座って説明させていた

だきます。 

 ２件について御報告を申し上げたいと思いますが、まず第１点目は首都圏白書でござい

ます。資料５－１が、首都圏整備に関する年次報告の本体でございます。 

 この中の中扉にありますように、この白書は首都圏整備法の 30 条２項の規定に基づい

て毎年国会に報告されているもので、既にこれは報告されたものでございます。 

 これはちょっと大部でございますので、資料５－２を用いまして、首都圏白書の概略に

ついて御説明を申し上げたいと思います。 

 資料５－２をご覧いただきたいのでございますが、まず首都圏白書の中で第１章は、「首

都圏整備をめぐる最近の動向」ということで、テーマを四つほど挙げてございます。 

 一つ目は、「首都圏の都市環境インフラの再生」というテーマでございまして、副題に

「水と緑と生きものの環」というものがついてございます。首都圏においては、都市機能

の充実等々についてメインテーマになってきておったわけですが、今後これから考えます

と、首都圏においても自然環境の問題について、強く力を入れていかなければいけないの

ではないかということが、特に都市再生プロジェクトの中でも取り上げられておりまして、

首都圏の中の自然環境について、現在鋭意調査、調整をしているところでございます。 

 この中では、生物多様性の観点、防災性の観点、あるいは先ほど出ました景観の観点等々、

そういう多様な側面から自然環境を評価をしていって、究極的には「水と緑のネットワー

ク」の形成を目指すということで、中間報告が現在出ているところでございます。これに

ついては、またこの後詳細に御説明を申し上げますので、簡単に概略だけ申し上げたいと

思います。 

 現段階におきましては、首都圏において、下の地図にありますように、保全すべきゾー

ンといたしまして 25 のゾーン、それから自然環境の上で重要な河川として 13 のものを抽

出しているというところでございます。 

 さらに、これら個別具体的、先行的に検討するという意味で６ゾーンにつきまして、地

元中心のワーキンググループを開催をして、検討をしてきたところでございます。今年度

以降は、さらにまたワーキングを多く設置いたしまして、具体的な検討をしているところ

であります。そういう動きがあるというのが１番目の御紹介であります。 

 ２番目は右側でございますが、首都圏の人の動きということで、最近の人口動向、既に

御議論ございましたけども、どういう動向かというものを示したものでございます。 

 右側のグラフを見ていただきたいのでございますが、例えば平成７年と 12 年を比較し

ていただきますと、青色で塗ってある夜間人口は若干増加しております。 

 また、逆に昼間人口、通勤通学者による流入人口でございますが、それは減少している



という傾向が見られまして、結果といたしまして赤の折れ線グラフのように、昼夜間人口

比率は低下傾向にある。つまり、昼間は人が少な目、夜は人が多目になっているという状

況でございます。 

 また、下の（２）で、首都圏につきまして、東京都区部と周辺の拠点都市との関係を見

たものです。例えば、通学者の動向を見ますと、平成２年ですと東京に通学をしている周

辺拠点都市からの学生の数がそれなりにあった、分散しているというのはそういうふうに

見るわけでございますが、それに対しまして平成 12 年を見ますと、みずからの拠点都市

の圏域内の学校に通う比率が高まって、東京都区部に通学する比率が相対的に下がってお

り、だんだん自圏内の通学が見られてくるという、最近の動向を示しております。 

 ２ページ目でございますが、３番目といたしまして「都市の魅力と活力の創出」という

ことを掲げてございます。最近の都心マンション居住者の意向調査をした結果を掲げてご

ざいます。最近、都心のマンションに入居して、前よりも利便性を感じたのはどういうも

のかというのを聞いたのが、グラフのオレンジ色のところでございます。例えば、セキュ

リティとか公共交通の便がよくなるというものについては、住み替え前よりもよくなった

と感じている方々が多いということでございます。 

 逆に、住み替え前よりも悪くなったと感じている問題につきましては、濃い色で塗って

いるところでございますけれども、物価が高くなったとか、あるいは近所づき合いがなく

なったというところがデメリットとして挙げられているものであります。都心マンション

の入居者の実態について申し述べたものでございます。 

 また（２）は、最近行われております都市再生プロジェクトについて御紹介をしている

ところでございます。 

 また右側でございますが、４．「東京湾沿岸域の現状と今後の展望」と題しまして、東

京湾沿岸域でどういうことが起こっているかということを分析したものでございます。真

ん中の折れ線グラフを見ていただきたいんですが、最近の東京湾の埋め立て地域におきま

しては、商業集積地域が全国を上回る水準で伸びております。小売販売額がそれに応じて

伸びているということでございまして、グラフは紺色が全国平均の小売販売額の指数でご

ざいますけれども、それを上回る形で、東京湾の埋め立て地域の商業販売額が伸びている

ということで、これまで埋立地はどちらかというと工業的な利用が多かったのに対しまし

て、最近は商業的な利用がふえております。 

 またそれに伴いまして、サービス業の従業者も約７割増加しております。また、マンシ

ョンの敷地のほとんどが新規造成等利用転換による、湾岸域に立地したマンションは、そ

ういう利用転換によってできたものが多いという傾向を分析してございます。 

 （２）は、「観光・交流の拠点」ということで、最近１年間で湾岸域に１億 3,000 万人

が訪れております。例えば右側で、幕張メッセにおける国際展示会の模様などが紹介をさ

れているところでございます。 



 次の３枚目のページをご覧いただきたいんですけれども、第２章といたしまして、「首

都圏の現況」を御紹介をしております。これも先ほど話題になりましたが、オフィスの空

室率の動向を見ております。いわゆる 2003 年問題がございますが、本年は東京都区部に

おける大規模ビルの供給という意味で、過去最大でございます。 

 下のグラフで見ていただきますと、これは大規模ビルだけでございませんが、新規の供

給量がそれなりにあります。特にそのうち、空室率の折れ線グラフでございますが、短期

的には確かにオフィスビルの空室率は上昇しているという部分がございます。 

 また２．でございますが、本年は「都市型産業の立地動向」の中で、特にファッション

関連産業の立地状況を見たものでございますけれども、小売店は一般的に人口に比例して

分布しており、また、高級服飾店は銀座とか渋谷など特定の地域に集中して分布している

という結果や、あるいは、消費者は店舗の立地する地域を重視しているという傾向が調査

からわかりました。絵の方は山手線内外のブティックの分散状況等々が記述してございま

す。 

 また３．といたしまして、密集市街地の防災対策を言っておりまして、首都圏における

密集市街地の存在を、右側のように赤で塗って表示しております。これらにつきましては、

都市再生プロジェクトに位置づけた緊急整備等々多様な手法により、整備を促進していく

ということでございます。 

 また、首都圏白書にコラムを設けまして、別の話題を設けておりますが、首都圏コラム

にタマちゃんの話などを紹介しております。 

 また、右側の第３章でございますが、「首都圏整備の推進」ということで、種々行われ

ているその他の施策、「国の行政機関の移転の推進」ということで、業務核都市に新たに

７機関の政府関係が移転をしているということ。あるいは「筑波研究学園都市の推進状況」、

あるいは「業務核都市の整備の状況」あるいは「国会等の移転に関する検討状況」につい

て御報告をしているという状況でございます。 

 以上、簡単でございますが、首都圏整備に関する年次報告の概要でございます。 

○杉岡分科会長 引き続いてお願いします。 

○川上国土計画局計画官 もう一つの方でございますが、資料６－１、先ほどの首都圏白

書の中でも御紹介をいたしましたが、首都圏の都市環境インフラのグランドデザインに関

しましての中間報告を本年３月にまとめましたので、その内容を少し御紹介をしたいと思

います。 

 資料につきましては、資料６－１は大部でございますので、資料６－２をご覧いただき

たいと思います。資料６－２で要約したものがございます。首都圏におきましても、都市

環境問題をやっていこうということで、現在国土交通省だけではなく、環境省、農林水産

省、あるいは関係都県市からなります協議会を設置いたしまして、共同してこの問題に取

り組んでいる次第でございます。 



 このペーパーの真ん中の点線の下でございますが、そもそもの位置づけといたしまして

は、都市再生本部の都市再生プロジェクトの中で、「大都市圏における都市環境インフラ

の再生」、特に「まとまとりのある自然環境の保全」を具体化するということから発足い

たしまして、都市再生プロジェクトの一つとして、現在取り組んでいるものでございます。 

 平成 14 年７月の時点で、一度首都圏において保全すべき自然環境を総点検して抽出し

た結果がございまして、これがこの同じ紙の４ページの別紙２というところでございます。

先ほど白書の中で御紹介したものと同じでございますが、こういうようなゾーンが、現時

点で首都圏において、貴重な自然環境のゾーンであるということを抽出したということで

ございます。 

 その後、究極的には本年 10 月を目途に、現在はどういう自然環境があるかという調査

を抽出したという状況でございますが、さらにこれらの自然環境を再生・創出するという、

つくっていくという観点に立った首都圏の都市環境インフラのグランドデザインをつく

って、関係者それぞれその方針に沿って、今後首都圏の自然環境問題に取り組んでいこう

と、そういうグランドデザインを作成する方向で進めてございます。 

 観点といたしまして、３ページ目に別紙１がございます。首都圏の自然環境の基本目標

を５つの機能、その５つの機能といいますのは、例えば「生物多様性保全の場提供機能」、

「人と自然とのふれあいの場提供機能」、あるいは「良好な景観提供機能」等々、「防災機

能」まで含めまして５つの機能のそれぞれについて、どういう目標を首都圏で持っていく

かということを決めていただいているところでございます。 

 例えば、生物多様性ということを考えるのにはどういう目標を持つかというときに、首

都圏の歴史に根づいた、首都圏にふさわしい生物相を首都圏全体で豊かにする。とりわけ、

里地里山、里海里浜のエコトーン等、地域に応じた生物が多様な自然環境とするという目

標を持ってはどうかと。これは逆に裏を返しますと、首都圏以外の外来種をなるべく排除

して、昔からあった生物種を守っていくような自然環境をつくるにはどうしたらいいかと

いう目標を持ちましょうというところでございます。 

 あるいは２番目の、「人と自然との触れ合いの場提供」という観点におきましては、二

つ目の○でございますけども、首都圏の中においても、鳥やセミ、秋の虫の音に四季を感

じる、そういうような、自然と触れ合って四季を十分楽しめるような首都圏にしていこう

という目標を、それぞれの５機能について掲げているところでございます。 

 また、恐縮でございますが、２ページ目に戻っていただきたいんですが、現在抽出され

た、現段階で有用な地域についてはワーキンググループを設置して、それぞれ具体的な課

題を検討していただいているところでございますが、２ページ目の２．の中に①から⑤と

いう課題が多くの具体的な問題から、現在自然環境を守る上でどうしたらいいかという課

題として抽出されてきております。 

 例えば、官民協働による自然環境の保全・活用の仕組みが大事である。あるいは、相続



発生時の緑地等の転用を防ぐ仕組みを何とかしなければいけない。あるいは３番目といた

しまして、樹林地、農地、緑地、水辺地等の一体的な保全・活用が必要である。横断的な

ものが必要だと。あるいは４番目といたしまして、首都圏近郊緑地保全区域の指定と運用

改善が必要だと。あるいは５番目といたしまして、迅速な緑地の公有地化と資金融通のた

めの制度が必要だというようなことが提言としてされているとろこでございます。 

 これについては、後ろの方のページにそれぞれの各ゾーンごとの課題点、カラーページ

でお示ししてありますが、添付してございます。 

 これは後に、先ほど申し上げましたように、本年 10 月を目途に都市環境インフラのグ

ランドデザインを策定していくという段取りで作業を進めているところでございます。 

 あわせまして、資料６－３を若干御紹介したいんでございますが、今、ワーキンググル

ープの課題から出てまいりました、近郊緑地保全区域の制度を拡充していくべきであると

いうお話でございます。この資料６－３は３枚つづりでございますが、先に３枚目を見て

いただきたいと思います。 

 現在、首都圏整備法あるいはその体系の中におきましても、こういう緑地の保全につい

ての手当てがなされている部分がございます。例えば濃く塗ってある部分、わずかではご

ざいますが、近郊緑地保全区域という区域で指定をしているという状況でございます。こ

れらについての制度を拡充してはどうかというのが、ワーキングからの御提案でもあるわ

けでございます。 

 １ページ目に戻っていただきたいんでございますが、この制度はどういうものかという

ことでございますが、近郊緑地保全区域につきましては、①、真ん中のちょっと下にあり

ますように、全体としては国土交通大臣が決定して、建築物の新増設とか土地の形状の変

更、木竹の伐採は知事に届け出をするという緩やかな規制がかかっております。 

 さらにその中の下の方の②特別地域については、これらの土地の形状の改変とか、建築

物の改造とするときには知事に許可を受けるという形で、これらの緑地を保全していくと

いうスキームでございまして、これについての拡充が望まれているというところでござい

ます。あわせて御紹介申し上げました。 

 以上でございます。 

○杉岡分科会長 ありがとうございました。 

 ただいまの 14 年度の首都圏整備に関する年次報告と都市環境インフラの再生の件、さ

らにこの際でございますので、首都圏に関する全体の御質問がございましたらお願いいた

します。 

○横島委員 １点だけ短い時間、よろしいでしょうか。 

○杉岡分科会長 どうぞ。 

○横島委員 先ほど申し上げなかったことが１点だけ残っております。今回、遺産や古い

ものの活用について、さっきの８兆円と 400 兆円の話じゃないのですが、ストックの活用



ということに焦点が当たるというのは非常にいいと思います。特に全国でも最もストック

の多いのは首都圏なのですが、そのストックの活用方法を一番間違えているのも首都圏で、

新しいものをつくりやすい財力があるが、古いものは放っておく。さっきのマリさんの、

壊すお金を出してあげようというのも、そういう意味で放ってあることがたくさんあるわ

けです。その中で一つ注目してほしいのは、最近、近代化産業遺産の活用が頻繁に取りざ

たされていることです。 

 その中で最大のものは、実は鉄道なのです。鉄道は過去における産業の礎だったわけで

すが、産業構造の転換と産物の変化によって、鉄道が赤字になる、廃止する、国鉄が民営

化される、この論理の中で常総鉄道もそうですし、八高線もそうですし、上毛線もそうで

すし、信越線もそうです。みんな廃止ないしは放置、あるいは赤字疲弊という状態になっ

ているのですが、ぜひこの首都圏整備の中で、遺産の活用の中の鉄道というものについて、

再度御吟味してもらえないか、どこかで引っ掛けてほしいと思います。 

 そのことは、物流と人流両方からの交通流通の体系の見直しにまで至るわけですが、今

ある鉄路を放っておいて捨てるということのもったいなさ。何百億かかるかもしれない鉄

道を、明治の人たちはつくってくれた。赤字だから使わない。しかし、それを使うために

は、その何百億のわずか１億か２億の経常費が出せれば、鉄道は復活するのです。つまり、

経営的理念だけで鉄道を放置していいのか、ということに対する国策がなければ、我々は

過去の遺産を将来につなぐことができない、重要な歴史的転換点にいるのではないかとい

うことを、ぜひ視点の中に入れていただきたい。それがお願いでございます。 

○杉岡分科会長 どうぞ。 

○葉梨委員 先ほどいろいろ私申し上げましたが、不慣れで、今申し上げるべきことがた

くさんあったと思いまして、恐縮でございます。つけ加えて二つばかり御質問したり御要

望したいと思います。 

 一つはコンテナ基地ですが、東京や横浜がシンガポールとか釜山とか、その他に遅れを

とってしまった。それについては、港の整備と同時に道路の整備が遅れていることが原因

の一つではないか。特に東京外かく環状道路の工事が 30 年ストップしてしまったという

のは大きかったと思うんです。 

 そういう意味で、外かん道の建設をまたやろうということになりましたけど、役所とし

ても重点的に予算づけについて、財政当局と折衝して努力していただきたいということが

一つでございます。 

 それからもう一つは、今、老朽木賃住宅地域の整備ということ、実績とか図が出ており

ました。私も十数年前から自民党の部会などで発言したり、前の首都圏整備委員のときに

も申し上げてまいりましたが、今やっと具体的な計画ができてきたけれども、一体東京都

内、あるいは首都圏に限りましても、どれぐらいの時間をかけてこの老朽木造住宅密集地

域の整備を図っていかれるのか。 



 先ほどどこでしたかね、赤く塗った図面を見せていただきました。全体としてどれぐら

いの計画で進めていくおつもりか、その点についてお聞かせ願いたいと思います。 

○杉岡分科会長 それでは事務局の方から。 

○薦田国土計画局長 簡潔にいたします。 

 密集市街地の関係でございますが、まさに言われ続けている割りにはあまり進んでいな

い。進んではいるんだけど非常に遅れているということだと思います。 

 現実に、今年の平成 15 年度首都圏事業計画（案）においても、先ほどちょっと豊島区

の東池袋４丁目云々御紹介しまして、そういう促進事業を掲載しております。 

 今年の６月に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正とい

うことで、権利変換制度を創設するというような制度の充実、延焼防止、あるいは避難の

機能が確保された街区の一層の整備促進のための法律を通していただきまして、道具を与

えていただいておりますので、より加速させていきたいということでございます。 

 現在、東京都でちょっと数字の話ですが、東京都は大体 6,000ha の重点整備地域につい

て、不燃領域率を 45％程度確保するというのを 10 年間の目標ということで、整備に取り

組んでいるということでございます。 

  今般、危険地域だと言われると地価が下がるとかいう話がいろいろあるわけでございま

すが、むしろ国土交通省の姿勢としては、本当に危険なところというのは、実際地元の地

方公共団体がよくわかっているわけですから、そういうものを積極的に情報提供をして、

改善を図っていくというふうな方向をとろうとしているところでございます。 

 その前におっしゃられました、いわゆる港と道路という話でございますが、まさにおっ

しゃるとおりでございまして、扇大臣からも国土交通省が合体してできた成果というのは、

まさに港と道路、あるいは空港と道路というものを一つの役所でやることになったんだか

ら頑張れということで、叱咤激励をいただいておりますので、関係局一体となってやって

いるところでございます。 

○杉岡分科会長 ありがとうございました。 

○葉梨委員 ちょっとつけ加えますと、密集住宅市街地ですね、これは東京都は 6,000ha

ぐらいあって大変な、膨大な事業量がありますし、そう簡単にできるとは思いませんが、

法律も整備されました。そこで、どの地域とどの地域を先にやって、どの地域をその次に

やる。最終的には何年ごろに全部解消するとか、そういう年次計画なり計画をきちっと公

表することが、地域が自主的に整備しようという努力を始めるきっかけになると思うんで

すね。そこら辺についてどういうお考えでいらっしゃるか。 

○薦田国土計画局長 まさにそういう事業を黙々とやるというんじゃなくて、むしろこう

いう問題点があるのでこういう目標、10 年間で 45％程度という東京都の目標を今申し上

げましたけど、それで十分なのかどうかといろいろ議論あると思いますが、そういう形で

目標を明らかにし、また重点的に対応しなければいけない地区を地方公共団体から情報を



いただいて、国土交通省のホームページでむしろ情報提供をするということで、まさに先

生のおっしゃられた方向で努力をし始めたところでございます。 

○杉岡分科会長 そのほかに何か。 

○クリスティーヌ委員 よろしいですか。 

○杉岡分科会長 どうぞ。 

○クリスティーヌ委員 今見ていまして、保存すべき地域について葉山周辺が出ていて、

私、葉山に住んでいるんですけれども。今、緑が三浦半島に非常に多く残っているのは、

かなり別荘地として大きなお屋敷が多かったからなんです。ですけれども、今、遺産相続

によって細分割が始まったので、都会の中の密集市街地ばかりでなく、そういうところも

今度は密集してきまして、20 坪とか 15 坪みたいな小さな土地の上で小さな家がどんどん

建つわけです。今まで非常に大きなお屋敷によって守られてこられた自然環境が、結局相

続税とか相続によってかなり悪化しているわけなんです。 

 これは葉山だけではなくて京都もそうですし、いろんな大都市へ行きますとそうですの

で、むしろそういう意味での相続と環境というものの問題とか、別な視点で考えられるこ

とによって、これは傘がかかってすべて日本全国一律になってしまったりしますと、地域

の特性によってまたアドレスしなければいけない問題が違う場所にあると思うんです。 

 ですから、そういう意味での地域というものの特性を生かした形で、税制等を含めた形

での国土交通省との関わり方を考えていただかないと、地元に住んでいる方々は自然環境

を守りたい、これを保存しておきたいと思っても、結局自分たちだけではできないような

状況で、じゃあどこに行けばいいかというと、結局は税金との問題とか相続とか、または

地域の地元のそういう条例とか規制もあるわけですから、そこのところをもっと積極的に、

個別で関わっていただけるといいのではないかなという感じがします。 

○杉岡分科会長 ありがとうございました。 

 司会の不手際で若干時間がオーバーいたしましたが、ただいまの意見等もふまえまして、

都市環境インフラのグランドデザインにつきましては、今後国土計画の見直しがございま

すが、それにあわせまして、首都圏整備計画にも十分反映していただきますようお願いを

いたします。 

 それでは時間もまいりました。これによりまして国土審議会第七回首都圏整備分科会を

終わらせていただきます。どうも長時間ありがとうございました。 

 

                閉          会 

 


